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平
田
健
治
教
授　
　

略
歴

昭
和
二
八
年
九
月　

岐
阜
県
で
出
生

昭
和
五
一
年
三
月　

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

昭
和
五
三
年
三
月　

京
都
大
学
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
、
修
士

昭
和
五
六
年
三
月　

京
都
大
学
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

平
成
三
一
年
三
月　

大
阪
大
学
博
士

平
成
三
一
年
四
月　

大
阪
大
学
名
誉
教
授

職
歴

昭
和
五
六
年
四
月
─
昭
和
五
九
年
三
月　

京
都
大
学
助
手

昭
和
五
九
年
四
月
─
平
成　

三
年
八
月　

新
潟
大
学
助
教
授

平
成
三
年　

八
月
─
平
成　

九
年
三
月　

新
潟
大
学
教
授

平
成　

六
年
四
月
─
平
成　

八
年
六
月　

フ
ン
ボ
ル
ト
財
団
研
究
奨
学
金
に
よ
る
在
外
研
究
（
ド
イ
ツ
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
、
ク
ピ
ッ
シ
ュ
教
授
）

平
成　

九
年
四
月
─
平
成
三
一
年
三
月　

大
阪
大
学
教
授

教
育
歴

学
部
、
法
学
研
究
科
、
高
等
司
法
研
究
科
、
税
務
大
学
校
、
マ
ッ
セO

SA
K

A

な
ど
で
、
民
法
、
消
費
者
法
を
講
義

学
内
委
員

図
書
館
委
員
会
委
員
、
人
権
問
題
委
員
会
委
員
、
入
試
委
員
会
委
員
な
ど
を
歴
任
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主
要
著
作
目
録

　

Ⅰ　

著
書

『
電
子
取
引
と
法
』
大
阪
大
学
出
版
会

平
成
十
三
年　

八
月

『
不
動
産
附
合
の
判
例
総
合
解
説
』

平
成
二
一
年
一
〇
月

『
岩
波
判
例
セ
レ
ク
ト
六
法
』
岩
波
書
店
（
分
担
共
著
）

平
成
一
二
年
─
二
四
年
（
毎
年
度
）

『
新
版
注
釈
民
法（
四
）総
則（
四
）法
律
行
為（
二
）』
有
斐
閣
（
分
担
共
著
）

平
成
二
七
年　

六
月

『
新
注
釈
民
法（
一
五
）債
権（
八
）』
有
斐
閣
（
分
担
共
著
）

平
成
二
九
年　

二
月

『
事
務
管
理
の
構
造
・
機
能
を
考
え
る
』
大
阪
大
学
出
版
会

平
成
二
九
年　

三
月

『
不
当
利
得
法
理
の
探
究
』
信
山
社

平
成
三
一
年　

一
月

　

Ⅱ　

論
文

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
賃
借
人
の
費
用
償
還
請
求
権（
一
）

法
学
論
叢
一
〇
九
巻
五
号

昭
和
五
六
年　

八
月

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
賃
借
人
の
費
用
償
還
請
求
権（
二
）

法
学
論
叢
一
一
〇
巻
二
号

昭
和
五
六
年
一
一
月

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
賃
借
人
の
費
用
償
還
請
求
権（
三
）

法
学
論
叢
一
一
一
巻
一
号

昭
和
五
七
年　

四
月

事
務
管
理
法
の
構
造
・
機
能
の
再
検
討
─
と
り
わ
け
事
務
管
理
意
思
に

そ
く
し
て
─（
一
）

民
商
法
雑
誌
八
九
巻
五
号

昭
和
五
九
年　

二
月

事
務
管
理
法
の
構
造
・
機
能
の
再
検
討
─
と
り
わ
け
事
務
管
理
意
思
に

そ
く
し
て
─（
二
）

民
商
法
雑
誌
八
九
巻
六
号

昭
和
五
九
年　

三
月

事
務
管
理
法
の
構
造
・
機
能
の
再
検
討
─
と
り
わ
け
事
務
管
理
意
思
に

そ
く
し
て
─（
三
）

民
商
法
雑
誌
九
〇
巻
一
号

昭
和
五
九
年　

四
月

代
弁
済
請
求
権
と
相
殺

判
例
タ
イ
ム
ズ
六
三
二
号

昭
和
六
二
年　

六
月

フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
の
「
転
用
物
訴
権
」
論
に
つ
い
て（
一
）

法
政
理
論
二
〇
巻
三
号

昭
和
六
三
年　

一
月
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フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ル
の
「
転
用
物
訴
権
」
論
に
つ
い
て（
二
）

法
政
理
論
二
〇
巻
四
号

昭
和
六
三
年　

三
月

物
の
結
合
体
に
つ
い
て
の
規
律
と
そ
の
分
類
基
準（
一
）

民
商
法
雑
誌
一
〇
四
巻
二
号

平
成　

三
年　

五
月

物
の
結
合
体
に
つ
い
て
の
規
律
と
そ
の
分
類
基
準（
二
）

民
商
法
雑
誌
一
〇
四
巻
三
号

平
成　

三
年　

六
月

権
原
者
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
物
の
法
的
処
理
に
つ
い
て

『
民
事
法
理
論
の
諸
問
題
（
奥
田
還
暦
記

念
）』
上

平
成　

五
年　

五
月

事
務
管
理
、
不
当
利
得
の
部
分

『
青
林
法
学
双
書　

債
権
各
論
』乾
昭
三
編

平
成　

六
年　

四
月

ド
イ
ツ
に
お
け
る
三
当
事
者
不
当
利
得
論
の
近
時
の
展
開
─
判
例
に
お

け
る
給
付
概
念
の
意
義
の
相
対
化（
一
）

民
商
法
雑
誌
一
一
六
巻
一
号

平
成　

九
年　

四
月

ド
イ
ツ
に
お
け
る
三
当
事
者
不
当
利
得
論
の
近
時
の
展
開（
二
）

民
商
法
雑
誌
一
一
六
巻
二
号

平
成　

九
年　

五
月

ド
イ
ツ
に
お
け
る
三
当
事
者
不
当
利
得
論
の
近
時
の
展
開（
三
）

民
商
法
雑
誌
一
一
六
巻
三
号

平
成　

九
年　

六
月

電
子
商
取
引
と
決
済

『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
』［
第
一
版
］

平
成
一
一
年　

三
月

消
費
者
契
約
法
の
位
置
づ
け

Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
八
八
号

平
成
一
二
年　

五
月

電
子
商
取
引
と
決
済

『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
』［
第
二
版
］

平
成
一
三
年　

四
月

電
子
認
証

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
五
号

平
成
一
四
年　

一
月

ド
イ
ツ
電
子
署
名
法
の
改
正

阪
大
法
学
五
一
巻
五
号

平
成
一
四
年　

一
月

債
権
者
取
消
権
の
位
置
づ
け

『
民
法
学
の
軌
跡
と
課
題（
國
井
還
暦
記
念
）』

平
成
一
四
年　

三
月

取
消
の
効
果
─
制
限
能
力
者
の
返
還
義
務
─

阪
大
法
学
五
二
巻
一
号

平
成
一
四
年　

五
月

無
効
行
為
の
追
認

阪
大
法
学
五
二
巻
二
号

平
成
一
四
年　

八
月

無
効
・
取
消
の
要
件
・
効
果
の
一
般
的
枠
組

阪
大
法
学
五
二
巻
三
・
四
号

平
成
一
四
年
一
一
月

電
子
的
手
段
に
よ
る
意
思
表
示
等

『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
情
報
社
会
と
法
』

平
成
一
四
年
一
一
月

Erklärung durch elektronische M
ittel - inw

iefern ist die 
herköm

m
liche D

ogm
atik zu ändern?

Rechtsfragen des Internet und der 
Inform

ationsgesellschaft, S. 165-
173.

平
成
一
四
年
一
一
月
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キ
ッ
プ
の
「
二
重
効
」
再
読

『
大
阪
大
学
法
学
部
創
立
五
十
周
年
記
念

論
文
集
』

平
成
一
四
年
一
二
月

判
例
附
合
法

阪
大
法
学
五
二
巻
巻
五
号

平
成
一
五
年　

一
月

属
性
証
明
の
あ
り
方

阪
大
法
学
五
三
巻
一
号

平
成
一
五
年　

五
月

所
有
者
・
占
有
者
関
係
に
お
け
る
他
主
占
有
者
の
位
置
づ
け
─
他
人
の

物
の
賃
貸
借
で
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
素
材
と
し
て
─

阪
大
法
学
五
三
巻
三
・
四
号

平
成
一
五
年
一
一
月

電
子
商
取
引
と
決
済

『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
』（
第
三
版
）

平
成
一
六
年　

五
月

一
部
無
効

阪
大
法
学
五
四
巻
二
号

平
成
一
六
年　

七
月

「
転
換
」
法
理
に
つ
い
て
の
覚
書

阪
大
法
学
五
四
巻
三
号

平
成
一
六
年　

九
月

属
性
認
証
の
社
会
的
有
用
性
（
前
編
：
バ
ー
チ
ャ
ル
取
引
の
確
か
な
基

礎
づ
く
り
）

Cyber Security M
anagem

ent (CSM
) 

V
ol. 5, N

o. 60

平
成
一
六
年
一
〇
月

属
性
認
証
の
社
会
的
有
用
性
（
後
編
：
バ
ー
チ
ャ
ル
取
引
の
捉
え
方
）

Cyber Security M
anagem

ent (CSM
) 

V
ol. 6, N

o. 61

平
成
一
六
年
一
一
月

Ｅ
Ｕ
契
約
法
と
消
費
者
保
護
─
2‌

0‌

0‌

4
年
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
通
知
と

2‌

0‌

0‌

5
年
の
不
公
正
取
引
手
段
指
令
─

阪
大
法
学
五
五
巻
二
号

平
成
一
七
年　

四
月

「
消
費
者
保
護
と
Ｅ
Ｕ
法
」

『
市
民
生
活
基
盤
の
法
お
よ
び
行
政
に
関

す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
』
科
学
研

究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
（
平
成

一
四
年
か
ら
平
成
一
七
年
度
）
所
収

平
成
一
八
年　

四
月

消
費
者
保
護
と
Ｅ
Ｕ
法

阪
大
法
学
五
六
巻
四
号

平
成
一
八
年
一
一
月

事
務
管
理

『
民
法
の
争
点
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

平
成
一
九
年　

九
月

求
償
利
得
に
お
け
る
、
他
人
の
事
務
処
理
活
動
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
原
理
と
し
て
の
事
務
管
理
法
理
の
位
置
づ
け
─
三
種
の
法
定
債
権

阪
大
法
学
五
七
巻
四
号

平
成
一
九
年
一
一
月



平田健治教授略歴・主要著作目録

（阪大法学）69（3・4-419）　805 〔2019.11〕

相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
視
点
─

事
務
管
理
法
に
お
け
る
利
他
的
行
為
の
位
置
づ
け
を
ど
う
考
え
る
か

椿
ほ
か
編
『
民
法
改
正
を
考
え
る
』
法
律

平
成
二
〇
年　

九
月

時
報
増
刊

「
騙
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
と
不
当
利
得
」
覚
え
書
き

阪
大
法
学
五
八
巻
六
号

平
成
二
一
年　

三
月

電
子
商
取
引
と
決
済

『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
法
』（
第
四
版
）

平
成
二
一
年　

九
月

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
請
負
人
修
理
事
例
が
日
本
法
に
与
え
る
示
唆
─
転

用
物
訴
権
の
可
否
─

阪
大
法
学
六
〇
巻
三
号

平
成
二
二
年　

九
月

Ｅ
Ｕ
支
払
サ
ー
ビ
ス
指
令
と
ド
イ
ツ
法
─
多
様
な
支
払
手
段
の
統
一

ル
ー
ル
創
出
の
試
み
と
そ
の
意
義
─

阪
大
法
学
六
一
巻
二
号

平
成
二
三
年　

七
月

支
出
利
得
の
位
置
づ
け

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
八
号

平
成
二
三
年　

九
月

事
務
管
理
・
無
償
契
約
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

法
学
教
室
三
七
二
号

平
成
二
三
年　

九
月

第
三
者
与
信
型
割
賦
販
売
契
約
の
解
消
と
清
算
方
法
─
割
販
法
改
正
に

よ
る
清
算
規
定
の
位
置
づ
け
─

阪
大
法
学
六
一
巻
三
・
四
号

平
成
二
三
年
一
一
月

事
務
管
理
法
の
規
範
構
造
を
考
え
る
─
ヤ
ン
ゼ
ン
説
と
ド
イ
ツ
民
法
の

編
纂
過
程
を
示
唆
に
─

阪
大
法
学
六
二
巻
二
号

平
成
二
四
年　

七
月

「
電
子
署
名
が
付
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ
の
証
拠
力
」
覚
え
書
き

阪
大
法
学
六
二
巻
三
・
四
号

平
成
二
四
年
一
一
月

無
効
行
為
の
追
認
・
拾
遺
─
民
法
改
正
に
寄
せ
て
─

阪
大
法
学
六
三
巻
一
号

平
成
二
五
年　

五
月

英
米
法
圏
に
お
け
る
救
助
義
務
の
定
位
─
事
務
管
理
法
に
お
け
る
緊
急

事
務
管
理
と
の
比
較
を
意
識
し
て
─

阪
大
法
学
六
三
巻
三
・
四
号

平
成
二
五
年
一
一
月

事
務
管
理
及
び
支
出
利
得
類
型
の
比
較
法
的
定
位
─
回
復
法
リ
ス
テ
イ

ト
メ
ン
ト
（
第
三
次
）（
二
〇
一
一
）
の
比
較
法
的
意
義
─

阪
大
法
学
六
四
巻
三
・
四
号

平
成
二
六
年
一
一
月

第
三
者
与
信
型
割
賦
販
売
契
約
な
ら
び
に
与
信
契
約
の
解
消
と
清
算
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

阪
大
法
学
六
四
巻
五
号

平
成
二
七
年　

一
月
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観
念
的
な
占
有
移
転
方
法
が
即
時
取
得
に
お
い
て
も
つ
意
味
の
再
検
討

阪
大
法
学
六
五
巻
二
号

平
成
二
七
年　

七
月

共
通
参
照
枠
草
案
（D

CFR

）
に
お
け
る
事
務
管
理
法
の
検
討

阪
大
法
学
六
五
巻
二
号

平
成
二
七
年　

七
月

複
合
契
約
の
一
つ
と
し
て
の
第
三
者
与
信
型
割
賦
販
売
契
約
の
清
算
の

あ
り
方

阪
大
法
学
六
五
巻
三
号

平
成
二
七
年　

九
月

動
産
取
引
に
お
け
る
物
権
移
転
と
債
権
関
係
移
転
の
関
係
─
寄
託
契
約

を
素
材
と
し
て
─

阪
大
法
学
六
六
巻
二
号

平
成
二
八
年　

七
月

破
産
管
財
人
の
善
管
注
意
義
務
違
反
と
不
当
利
得
─
最
高
裁
平
成
一
八

年
一
二
月
二
一
日
二
判
決
の
枠
組
の
再
検
討
─

阪
大
法
学
六
七
巻
三
・
四
号

平
成
二
九
年
一
一
月

「
占
有
」
が
も
た
ら
す
外
観
に
対
す
る
信
頼
保
護
─
占
有
意
思
の
変
更

と
即
時
取
得
─

阪
大
法
学
六
七
巻
五
号

平
成
三
〇
年　

一
月

金
銭
騙
取
事
例
に
お
け
る
第
三
者
弁
済
類
型
の
位
置
づ
け

『
二
一
世
紀
民
事
法
学
の
挑
戦
（
加
藤
雅

信
古
稀
）』
下
巻

平
成
三
〇
年　

三
月

附
合
の
基
礎
を
考
え
る

阪
大
法
学
六
八
巻
五
号

平
成
三
一
年　

一
月

　

Ⅲ　

判
例
研
究
・
解
説
・
資
料
・
翻
訳

 〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
一
）

民
商
法
雑
誌
八
一
巻
三
号

昭
和
五
四
年
一
二
月

 〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
二
）

民
商
法
雑
誌
八
三
巻
三
号

昭
和
五
五
年　

一
月

 〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
一
二
）

民
商
法
雑
誌
八
三
巻
三
号

昭
和
五
五
年
一
二
月

 〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
一
三
）

民
商
法
雑
誌
八
三
巻
五
号

昭
和
五
六
年　

二
月

〈
史
料
〉
債
権
総
則
（
三
九
）

民
商
法
雑
誌
九
二
巻
五
号

昭
和
六
〇
年　

八
月

学
会
報
告
「
事
務
管
理
法
の
構
造
・
機
能
」

私
法
四
八
号

昭
和
六
一
年　

八
月

第
三
者
所
有
地
の
賃
貸
借
に
始
ま
る
賃
借
権
の
時
効
取
得

民
商
法
雑
誌
九
八
巻
二
号

昭
和
六
三
年　

五
月

翻
訳
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
Ｂ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ「A

ndreas V
on T

uhr

」

法
政
理
論
二
一
巻
一
号

昭
和
六
三
年　

七
月
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無
断
転
貸
を
理
由
と
す
る
土
地
賃
貸
借
契
約
の
解
除
権
の
消
滅
時
効
の　

起
算
点
ほ
か

判
例
評
論
三
五
五
号

昭
和
六
三
年　

九
月

受
任
者
の
利
益
の
た
め
に
も
締
結
さ
れ
た
委
任
と
解
除

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
3
版
）

平
成　

元
年
一
〇
月

ビ
ル
管
理
委
託
契
約
、
い
わ
ゆ
る
満
室
保
証
契
約
の
解
釈

判
例
評
論
三
七
二
号

平
成　

二
年　

二
月

翻
訳
・
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
レ
ビ
ン
ダ
ー
「
反
論
権
」

法
政
理
論
二
三
巻
一
号

平
成　

二
年
一
〇
月

都
営
住
宅
の
明
渡
請
求
と
借
家
法
一
条
の
二
の
適
用
の
可
否

民
商
法
雑
誌
一
〇
四
巻
二
号

平
成　

三
年　

五
月

翻
訳
・
ヒ
ッ
ク
リ
ン
グ
「
契
約
の
修
正
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
法
」

『
現
代
カ
ナ
ダ
法
』

平
成　

三
年　

六
月

不
渡
手
形
分
の
預
金
払
戻
と
不
当
利
得

民
商
法
雑
誌
一
〇
六
巻
六
号

平
成　

四
年　

九
月

建
物
の
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
賃
借
人
の
支
払
停
止
を
無
催
告
解
除

事
由
と
す
る
特
約
を
限
定
的
に
解
釈
し
た
上
で
有
効
と
し
た
事
例

判
例
評
論
四
〇
五
号

平
成　

四
年
一
一
月

受
任
者
の
た
め
に
も
締
結
さ
れ
た
委
任
と
解
除

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
4
版
）

平
成　

八
年　

三
月

建
物
賃
借
人
か
ら
請
け
負
っ
て
修
繕
工
事
を
し
た
者
が
賃
借
人
の
無
資

力
を
理
由
に
建
物
所
有
者
に
対
し
て
不
当
利
得
の
返
還
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合

民
商
法
雑
誌
一
一
五
巻
六
号

平
成　

九
年　

三
月

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
業
者
が
管
理
委
託
費
の
剰
余
金
を
自
己
の
名
前
に

マ
ン
シ
ョ
ン
名
を
付
し
た
名
義
で
銀
行
に
定
期
預
金
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
預
金
債
権
者
は
各
管
理
組
合
で
は
な
く
、
管
理
業
者
で
あ

る
と
さ
れ
、
管
理
組
合
の
銀
行
に
対
す
る
預
金
の
払
戻
請
求
等
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

判
例
評
論
四
六
四
号

平
成　

九
年
一
〇
月

藤
原
正
則
『
不
当
利
得
法
と
担
保
物
権
法
の
交
錯
』

民
商
法
雑
誌
一
一
七
巻
二
号

平
成　

九
年
一
一
月

自
ら
材
料
を
提
供
し
た
請
負
人
に
よ
る
完
成
建
物
の
賃
貸
と
不
当
利
得

の
成
否

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
六
号

平
成
一
〇
年　

二
月

無
権
代
理
人
が
受
け
た
融
資
金
を
本
人
の
債
務
の
弁
済
に
あ
て
た
場
合

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
七
号

平
成
一
〇
年　

七
月
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の
不
当
利
得

期
間
の
定
め
の
あ
る
建
物
賃
貸
借
契
約
の
更
新
と
保
証
人
の
責
任

判
例
評
論
四
七
七
号

平
成
一
〇
年
一
一
月

借
入
金
を
第
三
者
に
給
付
さ
せ
た
の
ち
借
主
が
契
約
を
取
り
消
し
た
場

合
と
不
当
利
得
関
係

『
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ

リ
ス
ト
臨
時
増
刊

平
成
一
一
年　

六
月

第
三
者
の
強
迫
に
よ
る
金
銭
消
費
貸
借
の
取
消
と
清
算
関
係

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
号

平
成
一
一
年　

七
月

災
害
に
よ
り
居
住
用
の
賃
借
家
屋
が
滅
失
し
て
賃
貸
借
契
約
が
終
了
し

た
場
合
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
敷
引
特
約
の
適
用
の
可
否

判
例
評
論
四
八
五
号

平
成
一
一
年　

七
月

加
藤
雅
信
『
財
産
法
の
体
系
と
不
当
利
得
法
の
構
造
』

『
民
法
学
説
百
年
史
』
所
収

平
成
一
一
年
一
二
月

不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
係
属
と
不
当
利
得
返
還

請
求
権
の
消
滅
時
効
の
中
断

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
号

平
成
一
二
年　

二
月

森
田
修
「
民
法
典
と
個
別
立
法
」

法
律
時
報
七
二
巻
七
号

平
成
一
二
年　

六
月

ア
ン
ケ
ー
ト
「
大
学
と
法
学
教
育
」
回
答
「
大
阪
大
学
」

法
律
時
報
七
二
巻
八
号

平
成
一
二
年　

七
月

後
順
位
抵
当
権
者
に
よ
る
先
順
位
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
の
消
滅
時
効

の
援
用

金
融
判
例
研
究
一
〇
号
（
旬
刊
金
融
法
務

事
情
）

平
成
一
二
年　

九
月

谷
口
知
平
『
不
当
利
得
の
研
究
』

書
斎
の
窓
五
〇
〇
号

平
成
一
二
年
一
二
月

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
決
議
の
要
件

判
例
評
論
五
〇
七
号

平
成
一
三
年　

五
月

電
子
署
名
法
の
周
辺

消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
四
八
号

平
成
一
三
年　

七
月

受
任
者
の
利
益
の
た
め
に
も
締
結
さ
れ
た
委
任
と
解
除

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
5
版
）

平
成
一
三
年
一
〇
月

取
引
の
基
礎
と
し
て
の
電
子
証
明
書
の
有
効
性

『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
シ
リ
ー
ズ
特
別
講
演
会

記
録
』

平
成
一
三
年
一
〇
月

不
当
利
得
の
成
否
─
第
三
者
に
交
付
さ
れ
た
貸
付
金
の
返
還

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
5
版
）

平
成
一
三
年
一
〇
月

独
占
禁
止
法
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
と
不
当
利
得
返
還
制
度
の
関
係

判
例
評
論
五
一
五
号

平
成
一
四
年　

一
月

被
用
者
が
同
僚
の
写
真
を
無
断
で
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
四
号

平
成
一
四
年　

二
月
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行
為
と
使
用
者
責
任

所
有
物
返
還
請
求
権
と
不
法
原
因
給
付

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

不
法
原
因
の
比
較

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

借
入
金
を
第
三
者
に
給
付
さ
せ
た
の
ち
借
主
が
契
約
を
取
り
消
し
た
場

合
と
不
当
利
得

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

因
果
関
係
の
直
接
性
（
一
）

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

因
果
関
係
の
直
接
性
（
二
）

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

騙
取
金
に
よ
る
弁
済

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

不
当
利
得
の
範
囲

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

準
事
務
管
理

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

事
務
管
理
者
が
本
人
の
名
で
し
た
法
律
行
為
の
効
果

判
例
講
義
民
法
Ⅱ
債
権

平
成
一
四
年　

五
月

借
地
借
家
法
二
〇
条
一
項
後
段
の
付
随
的
裁
判
と
し
て
敷
金
を
差
し
入

れ
る
べ
き
旨
を
定
め
そ
の
交
付
を
命
ず
る
こ
と
の
可
否

民
商
法
雑
誌
一
二
六
巻
三
号

平
成
一
四
年　

六
月

翻
訳
・
ア
ン
「
仮
想
世
界
に
お
け
る
契
約
締
結
」

『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
情
報
社
会
と
法
』

平
成
一
四
年
一
一
月

加
藤
雅
信
『
民
法
大
系
Ⅴ　

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』

書
斎
の
窓
五
二
二
号

平
成
一
五
年　

三
月

翻
訳
・
デ
ル
ナ
ー
「
当
選
通
知
の
責
任
─
ド
イ
ツ
民
法
六
六
一
ａ
条
の

国
内
法
上
と
国
際
法
上
の
諸
側
面
─
」

阪
大
法
学
五
三
巻
五
号

平
成
一
六
年　

一
月

三
者
間
給
付
不
当
利
得
の
返
還
関
係

『
演
習　

精
選
民
法
破
毀
判
例
Ⅱ
』

平
成
一
六
年　

一
月

翻
訳
・
シ
ェ
ー
ン
「
訪
問
取
引
と
し
て
の
不
動
産
金
融
契
約
に
お
け
る

撤
回
権
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
保
護
法
と
ド
イ
ツ
民
法
の
間
の
利
益

衝
突
─
」

阪
大
法
学
五
四
巻
一
号

平
成
一
六
年　

五
月

地
代
等
自
動
改
定
特
約
と
借
地
借
家
法
一
一
条
一
項

判
例
評
論
五
四
三
号
（
判
例
時
報
一
八
四

九
号
）

平
成
一
六
年　

五
月
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翻
訳
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
「
日
本
の
情
報
保
護
立
法
─
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
厳
格
主
義
と
ア
メ
リ
カ
の
レ
ッ
セ
フ
ェ
ー
ル
の
間
で
─
」

阪
大
法
学
五
四
巻
二
号

平
成
一
六
年　

七
月

貸
金
業
規
制
法
一
八
条
一
項
の
書
面
の
交
付
の
意
義
ほ
か

民
商
法
雑
誌
一
三
一
巻
四
・
五
号

平
成
一
七
年　

二
月

委
任
の
終
了

『
民
事
法
Ⅲ
債
権
各
論
』

平
成
一
七
年　

四
月

共
同
相
続
人
の
一
部
へ
の
預
金
全
額
の
払
戻
し
と
不
当
利
得

民
商
法
雑
誌
一
三
三
巻
六
号

平
成
一
八
年　

三
月

リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
方
式
の
貸
付
に
お
け
る
一
七
条
書
面
の
記
載
事
項

民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
二
号

平
成
一
八
年
一
一
月

制
限
超
過
利
息
支
払
の
貸
金
業
規
制
法
違
反
と
特
別
上
告

民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
四
・
五
号

平
成
一
九
年　

二
月

法
律
上
の
原
因
な
く
代
替
性
の
あ
る
物
を
利
得
し
た
受
益
者
が
利
得
し

た
物
を
第
三
者
に
売
却
処
分
し
た
場
合
に
負
う
不
当
利
得
返
還
義
務

の
内
容

判
例
時
報
（
判
例
評
論
）
一
九
八
四
号

平
成
二
〇
年　

一
月

代
替
物
を
利
得
し
た
受
益
者
が
第
三
者
に
売
却
し
た
場
合
と
利
得
返
還

義
務
の
内
容

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
六
号

平
成
二
〇
年　

二
月

転
用
物
訴
権

『
民
事
法
Ⅰ
─
民
法
・
民
事
訴
訟
法
─
』

〈
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
演
習
講
座
①
〉

平
成
二
〇
年　

三
月

貸
金
業
法
条
17
条
1
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
の
有
無
及
び
貸
金
業

者
が
受
領
し
た
貸
金
業
法
43
条
1
項
の
適
用
さ
れ
な
い
制
限
超
過
利

息
の
返
還
に
お
け
る
悪
意
の
推
定

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
五
四
号

平
成
二
〇
年　

四
月

受
任
者
の
利
益
の
た
め
に
も
締
結
さ
れ
た
委
任
と
解
除

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
（
第
6
版
）

平
成
二
一
年　

四
月

騙
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
と
不
当
利
得

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
（
第
6
版
）

平
成
二
一
年　

四
月

不
法
投
棄
産
廃
物
の
処
理
調
査
費
を
支
出
し
た
市
の
産
廃
業
者
に
対
す

る
事
務
管
理
と
し
て
の
費
用
償
還
請
求

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
九
号

平
成
二
一
年　

七
月

特
集
「
不
当
利
得
法
の
国
際
的
現
状
と
動
向
」
松
岡
久
和
ほ
か
共
著

民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
四
・
五
号

平
成
二
一
年　

八
月

い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
融
業
者
が
元
利
金
等
の
名
目
で
違
法
に
金
員
を
取
得

金
融
法
務
事
情
一
八
七
六
号

平
成
二
一
年　

九
月
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す
る
手
段
と
し
て
著
し
く
高
利
の
貸
付
の
形
を
取
っ
て
借
主
に
金
員

を
交
付
し
、
借
主
が
貸
付
金
に
相
当
す
る
利
益
を
得
た
場
合
に
、
借

主
か
ら
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
同
利
益
を

損
益
相
殺
等
の
対
象
と
し
て
借
主
の
損
害
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
、

民
法
七
〇
八
条
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ

た
事
例

転
用
物
訴
権

Law
 Practice

民
法
Ⅱ
【
債
権
編
】

平
成
二
一
年　

九
月

過
払
金
返
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
継
続
的
な
金
銭
消
費
貸
借
取
引
が

終
了
し
た
時
か
ら
進
行
す
る
と
し
て
、
過
払
金
返
還
請
求
及
び
過
払

金
発
生
時
か
ら
の
民
法
七
〇
四
条
所
定
の
利
息
の
請
求
が
認
容
さ
れ

た
事
例

判
例
時
報
二
〇
六
三
号

平
成
二
二
年　

三
月

過
払
金
と
民
法
七
〇
四
条
前
段
の
利
息
発
生
時
（
最
判
二
小
平
二
一
・

九
・
四
）

『
金
融
・
消
費
者
取
引
判
例
の
分
析
と
展

開
』
増
刊
金
融
商
事
判
例

平
成
二
二
年　

三
月

期
限
の
利
益
喪
失
特
約
の
下
で
の
制
限
超
過
利
息
の
支
払
の
任
意
性
を

否
定
し
た
最
高
裁
判
決
以
前
に
お
け
る
「
悪
意
の
受
益
者
」
推
定

『
平
成
二
一
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
ジ
ュ

リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
九
八
号
）

平
成
二
二
年　

四
月

委
任
の
終
了

鎌
田
ほ
か
編
著
『
民
事
法
Ⅲ
債
権
各
論
』

（
第
2
版
）

平
成
二
二
年　

六
月

事
務
管
理
の
対
外
的
効
力

松
本
・
潮
見
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民

法
Ⅱ
債
権
』

平
成
二
二
年　

六
月

不
当
利
得
返
還
義
務
の
範
囲
の
制
限

松
本
・
潮
見
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民

法
Ⅱ
債
権
』

平
成
二
二
年　

六
月

不
当
利
得
返
還
義
務
の
範
囲

松
本
・
潮
見
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民

法
Ⅱ
債
権
』

平
成
二
二
年　

六
月
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利
益
の
現
存
の
主
張
・
立
証

松
本
・
潮
見
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民

法
Ⅱ
債
権
』

平
成
二
二
年　

六
月

制
限
超
過
利
息
の
弁
済
に
よ
る
過
払
金
返
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
起

算
点
は
継
続
的
な
金
銭
消
費
貸
借
取
引
の
終
了
時
で
あ
る
が
、
民
法

七
〇
四
条
の
利
息
は
過
払
金
発
生
時
か
ら
生
ず
る
と
さ
れ
た
事
例

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
一
号

平
成
二
二
年　

七
月

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
金
を
動
か
す

『
く
ら
し
の
豆
知
識
2‌

0‌

1‌

1
』

平
成
二
二
年　

九
月

民
法
七
〇
四
条
後
段
の
規
定
の
趣
旨
（
最
判
平
二
一
・
一
一
・
九
）

現
代
消
費
者
法
九
号

平
成
二
二
年
一
二
月

Conceptualising the "Expenditure Enrichm
ent" Category of 

U
njust Enrichm

ent 
SH

IH
O

（JO
U

RN
A

L O
F PRIV

A
T

E 
LA

W
), vol. 74 p. 333-332.

平
成
二
四
年　

四
月

荷
渡
指
図
書
と
「
指
図
に
よ
る
占
有
移
転
」

『
民
・
商
法
の
溝
を
読
む
』

平
成
二
五
年　

九
月

翻
訳
「
域
内
市
場
に
お
け
る
電
子
取
引
の
た
め
の
、
電
子
本
人
確
認
と

諸
ト
ラ
ス
ト
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
欧
州
議
会
と
理
事
会
の
規
則

（
案
）」

阪
大
法
学
六
四
巻
一
号

平
成
二
六
年　

五
月

七
〇
八
条
の
趣
旨
の
考
慮
─
ヤ
ミ
金
業
者
に
よ
る
貸
付
金
交
付
と
損
益

相
殺
─

『
判
例
講
義　

民
法
Ⅱ
債
権
［
第
2
版
］』

平
成
二
六
年
一
一
月

騙
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
と
不
当
利
得

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
［
第
7
版
］

平
成
二
七
年　

一
月

事
務
管
理
及
び
支
出
利
得
類
型
の
比
較
法
的
定
位　

そ
の
二
─
回
復
法

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
三
次
）（
二
〇
一
一
年
）
第
三
章
の
設
例

─

阪
大
法
学
六
四
巻
五
号

平
成
二
七
年　

一
月

ネ
ズ
ミ
講
運
営
会
社
の
破
産
管
財
人
か
ら
配
当
受
領
者
に
対
す
る
返
還

請
求
は
不
法
原
因
給
付
と
し
て
否
定
さ
れ
る
か
（
最
三
小
判
平
二

六
・
一
〇
・
二
八
）

現
代
消
費
者
法
二
六
号

平
成
二
七
年　

三
月

騙
取
金
銭
に
よ
る
弁
済
と
不
当
利
得

民
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
8
版
）

平
成
三
〇
年　

三
月
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債
権
者
代
位
権
に
関
す
る
判
例
五
件
の
解
説
（
項
目
四
八
─
五
二
）

『
新
・
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク【
債
権
法
Ⅰ
】』

平
成
三
〇
年　

三
月

　

Ⅳ　

そ
の
他
の
活
動

一　

西
日
本
フ
ン
ボ
ル
ト
会
監
事
と
し
て
、
元
ド
イ
ツ
フ
ン
ボ
ル
ト
奨
学
生
の
会
の
運
営
に
参
画

平
成
一
一
年
四
月
か
ら
平
成
一
九
年
六
月

二　

academ
y of european private law

yers

（president Prof. Gandolfi), foreign m
em

ber

と
し
て
、
本
グ
ル
ー
プ
が
作
成
中
の

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
」
起
草
過
程
に
助
言�

平
成
一
五
年
一
月
か
ら

三　

広
辞
苑
第
6
版
の
編
集
に
、
法
律
用
語
の
選
定
・
内
容
記
述
に
つ
い
て
協
力�

平
成
一
六
年
か
ら
平
成
一
八
年

四　

西
日
本
フ
ン
ボ
ル
ト
会
評
議
員�

平
成
一
九
年
か
ら
平
成
二
五
年

五　
「
夢
ナ
ビ
」
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
へ
の
講
義
提
供
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
取
引
を
安
全
、
安
心
に
す
る
た
め
に
」「
お
ぼ
れ
て
い
る
人
を
助
け

て
、
自
分
が
損
害
を
受
け
た
ら
ど
う
な
る
？
」�

平
成
二
二
年
か
ら
平
成
二
八
年

六　

サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
利
用
し
た
在
外
研
究
、
平
成
二
五
年
度
春
夏
学
期
に
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
取
得
し
、
同
時
に
、
同
窓
会
基
金
よ
り
在
外
研
究

補
助
を
受
け
、
ド
イ
ツ
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
に
三
月
は
じ
め
か
ら
八
月
末
ま
で
の
六
ヶ
月
間
滞
在

七　

フ
ラ
ン
ス
・
電
子
公
証
ア
ー
カ
イ
ヴ
セ
ン
タ
ー
（A

ix en Provence

）
を
調
査
訪
問�

平
成
二
五
年　

五
月

八　

第
64
回
末
川
杯
争
奪
学
生
法
律
討
論
会
の
出
題
と
講
評
、
上
記
討
論
会
の
た
め
に
出
題
と
審
査
、
並
び
に
講
評
（
そ
の
内
容
は
、「
第
64
回

末
川
杯
争
奪
学
生
法
律
討
論
会
論
旨
集
」（
非
売
品
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）�

平
成
二
七
年
一
〇
月

　

Ⅴ　

学
外
運
営

一　

次
世
代
電
子
商
取
引
推
進
協
議
会
（ECO

M

）
Ｗ
Ｇ
顧
問
、
次
世
代
電
子
商
取
引
推
進
協
議
会

�

平
成
一
三
年
一
〇
月
か
ら
平
成
二
二
年
三
月

二　

豊
中
市
消
費
問
題
懇
話
会
委
員�

平
成
一
六
年
二
月
か
ら
平
成
一
八
年
三
月

三　

豊
中
市
消
費
者
生
活
審
議
会
委
員�

平
成
一
八
年
よ
り
平
成
三
〇
年
（
中
途
よ
り
、
会
長
代
理
、
副
会
長
）

四　

電
子
署
名
法
検
討
準
備
委
員
会
委
員
長
、
日
本
情
報
処
理
開
発
協
会
電
子
署
名
・
認
証
セ
ン
タ
ー
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平
成
一
七
年
一
〇
月
か
ら
平
成
一
八
年
三
月

五　

大
阪
市
消
費
者
保
護
審
議
会
委
員�

平
成
一
八
年
八
月
か
ら
平
成
一
九
年
七
月

六　

長
期
署
名JIS

原
案
作
成
委
員
会
委
員�

平
成
一
八
年
一
一
月

七　
D

D
T

F

電
子
署
名
・
電
子
認
証
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
コ
ン
テ
ス
ト
審
査
委
員�

平
成
一
八
年
一
一
月

八　

電
子
署
名
法
に
お
け
る
制
度
研
究
会
委
員
（
経
済
産
業
省
）�

平
成
二
三
年　

三
月

九　

電
子
署
名
法
研
究
会
委
員�

平
成
二
三
年
一
〇
月

一
〇　

同
委
員
会
、
電
子
署
名
法
に
お
け
る
本
人
確
認
方
法
に
関
す
る
作
業
部
会
主
査�

平
成
二
三
年
一
一
月

一
一　

電
子
署
名
法
の
施
行
状
況
に
係
る
調
査
研
究
会
委
員�

平
成
二
五
年　

一
月

一
二　

日
本
私
法
学
会
理
事�

平
成
九
年
一
〇
月
よ
り
平
成
一
一
年
一
〇
月
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
か
ら
平
成
二
三
年
一
〇
月

一
三　

大
阪
弁
護
士
会
資
格
審
査
会
委
員�

平
成　

九
年

　

Ⅵ　

講
演
会
・
展
示
会

一　

産
学
連
携
公
開
講
義
、
取
引
の
基
礎
と
し
て
の
電
子
証
明
書
の
有
効
性
（
二
一
世
紀
の
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
戦
略
）

関
西
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て

平
成
一
三
年　

七
月

二　

属
性
証
明
と
リ
ア
ル
の
世
界
、
電
子
商
取
引
推
進
協
議
会
認
証
・
公
証
Ｗ
Ｇ
総
会
、
電
子
商
取
引
推
進
協
議
会

平
成
一
四
年　

五
月

三　

環
境
・
文
脈
の
中
で
の
電
子
商
取
引
、
電
子
商
取
引
推
進
協
議
会
認
証
・
公
証
Ｗ
Ｇ
総
会
、
電
子
商
取
引
推
進

協
議
会

平
成
一
五
年　

七
月

四　

属
性
認
証
の
社
会
的
有
用
性
、
第
5
回
電
子
署
名
・
電
子
認
証
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
電
子
署
名
電
子
認
証
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

平
成
一
六
年　

六
月

五　

民
法
改
正
と
不
動
産
取
引
─
各
論
（
売
買
、
請
負
、
賃
貸
借
、
消
費
貸
借
）「
日
本
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正

と
韓
国
民
法
の
改
正
動
向
」
第
二
八
回
日
韓
土
地
法
学
術
大
会

平
成
三
〇
年
一
一
月

　

Ⅶ　

相
談
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一　

在
外
研
究
中
に
、JIPD

EC

海
外
調
査
団
の
訪
問
を
受
け
、
近
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
電
子
署
名
政
策
に
つ
い
て
の

情
報
提
供

平
成
二
五
年　

七
月

　

Ⅷ　

外
部
資
金

一　

ド
イ
ツ
事
務
管
理
法
の
歴
史
的
生
成
過
程
の
検
討
（
科
研
費
）�

平
成　

元
年
度

二　

不
動
産
附
合
法
の
要
件
・
効
果
・
制
度
趣
旨
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
科
研
費
）�

平
成　

二
年
度

三　

市
民
生
活
基
盤
の
法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
（
研
究
代
表
者
）（
科
研
費
）�

平
成
一
四
年
─
平
成
一
七
年
度

四　

不
当
利
得
法
の
国
際
的
現
状
と
動
向
、
代
表
者
松
岡
久
和
の
共
同
研
究
者
（
科
研
費
）�

平
成
一
九
年
─
平
成
二
一
年
度

五　

事
務
管
理
法
の
体
系
的
・
機
能
的
観
点
か
ら
の
再
検
討
（
科
研
費
）�

平
成
二
三
年
─
平
成
二
五
年
度

六　

指
図
に
よ
る
占
有
移
転
の
方
法
に
よ
る
即
時
取
得
の
成
否
に
関
す
る
総
合
的
研
究
（
科
研
費
）�

平
成
二
六
年
─
平
成
二
八
年
度

　

Ⅸ　

奨
学
寄
付
金

一　

電
子
決
済
の
態
様
相
互
の
比
較
と
体
系
的
整
序
の
試
み
、
全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団�

平
成
二
三
年
度

二　

消
費
者
複
合
契
約
の
清
算
と
不
当
利
得
、
全
国
銀
行
学
術
研
究
振
興
財
団�

平
成
二
四
年
度
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